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第 ５ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和５年５月１８日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6田口 慶則・ 7野田 清太・14池山 允敏・15宮本 政春 

16中谷 秀也・17西森 偉統・18結城 晉三・20諸戸 善昭 

22中野 たつ子・24岡田 勇樹 

以上１０名 

 

欠 席 委 員   

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  野村事務局長・加賀事務局次長・小谷主事補 

 

総 合 支 所  久居：若松主査 一志：田中主事補 

   白山：東山担当主幹、村瀬主事 美杉：磯田担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者  14池山 允敏・16中谷 秀也 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号） 

       附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第５回第２農地部会を開会いたします。 

       本日の欠席はございません。出席委員数は１０名でございます。 

       議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       １４番 池山 允敏・１６番 中谷 秀也の両委員にお願いしたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとおりで

ございますのでよろしくお願いいたします。 

       それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございます。 

       番号１から３で、件数は３件、合計面積は１０，５３６㎡で、その内訳は田が９，

２３６㎡、畑が１，３００㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約し

たものであります。 

  

       ２ページから７ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１０で、件数は１０件、合計面積は４０，１９４．４６㎡で、その内

訳は田が３３，５４９㎡、畑が６，３８１㎡、その他が２６４，４６㎡でございま

す。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があります

ので、届出人に対して指導しております。 

 

       ８ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でございま

す。  

       番号１ 宅地分譲用地 

       番号２ 一般個人住宅用地 

       以上、件数は２件、合計面積は１，８４６㎡で、その内訳は田が８５㎡、畑が１，

７６１㎡でございます。 

  

       ９ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

       番号１     、主たる耕作物 米・麦・大豆・野菜、耕作面積 田 １５１

ｈａ、畑 １０ｈａ、合計 １６１ｈａ。 

       以上件数は１件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のすべてを

満たしております。 

  

       報告案件は以上です。 
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議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について（所有権移転）を議

題といたします。 

 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１０ページをお願いいたします。 

  

       議案第１号  農地法第３条の規定による許可取消願について（所有権移転）、

でございます。 

       番号１、地区 八幡、申請地 美杉町川上シタガノ    、台帳地目・現況地

目とも田、面積 ４４９㎡、受人      外１名、渡人     。 

  

       この件につきましては、令和５年３月１７日付けにて許可を受けましたが、空き

家バンクの売買契約が不成立のため、許可の取消願いが提出されております。 

  

       以上、件数は１件、面積は田で４４９㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

結城委員   １８番結城です。事務局から説明があった通りですが、売買契約が不成立だった

ということでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただきま

した議案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については承認することに決定したい

と思います。 

 

議  長   続きまして、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権

移転）を議題といたします。 

 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第２号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）でござい
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ます。 

       番号１、地区 久居、申請地 戸木町東羽野    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 １２５㎡ 外１筆、合計面積 ２８０㎡、受人     、面積 ０㎡、

渡人     。 

       譲受理由は、耕作利便のため、譲渡理由は、農業廃止のためです。 

  

       番号２、地区 栗葉、申請地 久居一色町本郷    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ４０９㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、兼業による営農縮小のためです。 

  

       番号３、地区 栗葉、申請地 久居一色町本郷    、登記地目 宅地、現況

地目 畑、面積 ７３７．１９㎡ 外１筆、合計面積 １，２９８．１９㎡、受

人     、面積 ０㎡、渡人      外２名。 

       譲受理由は、耕作利便のため、譲渡理由は、遠方による営農縮小のためです。 

  

       番号４、地区 大井、申請地 一志町井関神場    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ７０１㎡、受人     、面積 １，４１２，９２２．９８㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、耕作不便のためです。 

  

       番号５、地区 高岡、申請地 一志町田尻川原    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２１１㎡ 外１筆、合計面積 ４５２㎡、受人     、面積 ２，

０７５㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号６、地区 高岡、申請地 一志町田尻板垣    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２１７㎡、受人     、面積 ２，０７５㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       １２ページをお願いします。 

       番号７、地区 高岡、申請地 一志町田尻川原    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２６４㎡、受人     、面積 ２，０７５㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号８、地区 倭、申請地 白山町佐田皿田    、登記地目・現況地目とも

田、面積 １，９０５㎡、受人     、面積 １２，１０４㎡、渡人     。 

       譲受理由は、従前からの借入地の取得のため、譲渡理由は、耕作管理の継続が困

難なためです。 

  

       番号９、地区 八幡、申請地 美杉町川上竹田    、登記地目・現況地目と 

も田、面積 １３８㎡ 外２筆、合計面積 ７６５㎡、受人     、面積 １，

３２８㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号１０、地区 八幡、申請地 美杉町川上中野垣内    、登記地目・現況
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地目とも畑、面積 ２９㎡、受人     、面積 ４２５㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       以上、件数は１０件、合計面積は６，３２０．１９㎡で、その内訳は田が２，６

７０㎡、畑が２，９１３㎡、その他が７３７，１９㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・地域と

の調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。

１番。 

 

田口委員   ６番田口です。９日に現地確認してまいりました。推進委員３名、あと１名は田

植えのため出られませんでした。諸戸部会長、中野委員さん、野田委員さんと私で

見てまいりました。事務局の説明通りでございます。何ら問題ないと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       ２番、３番お願いします。 

 

野田委員   ７番野田です。５月９日に諸戸部会長、田口委員、推進委員２名、２名は欠席で

す。久居事務局とで行ってまいりました。２番は渡し人が営農困難で、受人は新規

就農でございます。３番ですが、これも渡し人が遠方のため耕作困難で、受人は宅

地の区割りを小さくして耕作するものです。問題ないと思います。よろしくお願い

します。 

 

議  長   ４番お願いします。 

 

宮本委員   １５番宮本です。９日に事務局と池山委員、地元の推進委員２名、立ち合いで見

てまいりました。獣害対策もして、何ら問題ないと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

 

議  長   ５番お願いします。 

 

池山委員   １４番池山です。５番、６番、７番ですが、いずれも同じ受人です。５番は畑、

譲受人が耕作しております。６番につきましても譲受人が耕作しております。７番

につきまして畑でして譲受人が耕作しておりまして、何ら問題ないと思います。 

 

議  長   ８番お願いします。 

 

中谷委員   １６番中谷です。９日に、西森委員、地元推進委員、事務局と見てまいりました。

当該地は渡し人が自治会で、耕作の管理継続が難しくて、受人は５年間耕作してお

り、所有権を移転するということでございます。よろしくお願いします。 
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議  長   ９番、１０番お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。９日に地元推進委員さんと現地を確認してまいりました。渡し

人は高齢者になり、後継者もなく耕作するには労働力不足のため。受人は農業を拡

大しようとして用地を受けて耕作をしたいということです。１０番も、推進委員は

同じ人でございます。渡し人は高齢で遠方であることから耕作ができないので、無

償で譲渡したい。受人はこれを耕作したいということです。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見も

お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第２号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定したい

と思います。 

 

議  長   続きまして、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でございま

す。 

       番号１、地区 栗葉、申請地 久居一色町本郷    、登記地目 畑、現況地

目 宅地、面積 ５２㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を通路とするものです。 

       昭和５９年に分筆し、自宅への通路として使用していた旨の始末書の提出があり

ますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 榊原、申請地 榊原町合ケ山    、登記地目 畑、現況地目 

山林、面積 ２４４㎡ 外１筆、合計面積 ４８２㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。 

       平成５年頃より先代が山林にした旨の始末書の提出がありますことから、これを

追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は２件、合計面積は５３４㎡で全て畑でございます。 

       この案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許可要
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件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

野田委員   ７番野田です。１番ですが、申請地を通路として使用するものでございます。昭

和６０年頃、通路として使用していたので、始末書が提出されております。問題な

いと思われます。２番も説明させていただきます。５月９日に諸戸部会長、田口委

員、地元推進委員２名と事務局で見てまいりました。すでにヒノキが植えられてお

りまして山林化しております。周囲の土地も同様に山林化されていることからやむ

を得ないと思われます。何ら問題ないかと思います。以上です。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、ただいま審議をいただきました議案第３号について、これにご異議ご

ざいませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定したい

と思います。 

 

議  長   続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（所有権移転）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局    １４ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転）

でございます。 

       番号１、地区 久居、申請地 久居明神町東横山    、登記地目 田、現況

地目 畑、面積 １，７３５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されますが、申請地は受人の施設に隣接し、申請

面積も既存施設の２分の１以下の面積であることから不許可の例外である既存施

設の拡張に該当します。 

      （既存面積６，６８９．９２㎡） 

  

       番号２、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬桶屋敷    、登記地目 畑、現況

地目 雑種地、面積 ７２㎡ 外１筆、合計面積 ８５㎡、受人     、渡

人     。 
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       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       先代が所有している時に自宅の庭として使用していた旨の始末書の提出があり

ますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 高岡、申請地 一志町高野下川原    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ３６０㎡ 外３筆、合計面積 １，１２６㎡、受人     、渡

人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４２４．６７㎡、パネル設置率は、３７．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 高岡、申請地 一志町其倉谷出    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ４３９㎡ 外１筆、合計面積 ８４５㎡、受人     、渡人  

    。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３３６．２７㎡、パネル設置率は、３９．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 高岡、申請地 一志町田尻鎌田    、登記地目・現況地目と

も田、面積 １，１３９㎡ 外１筆、合計面積 １，３３４㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を建売住宅用地、駐車場とするものです。 

       津市開発指導要綱との同時許可となります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       １５ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 八ツ山、申請地 白山町八対野別所    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ６９９㎡ 外１筆、合計面積 １，２２１㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３８２．８㎡、パネル設置率は、３１．４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 八幡、申請地 美杉町奥津カシ尾    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ３３３㎡ 外２筆、合計面積 ２，９９９㎡、受人     、渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４５７．８４㎡、不整形地のため、パネル設置率は、１５．

３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は７件、合計面積は９，３４５㎡、このうち田が４，２９０㎡で、畑

が５，０５５㎡でございます。 

       これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許
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可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

       １番お願いします。 

 

田口委員   ５月９日に野田農業委員、推進委員４名、内２名欠席で、現地を見て参りました。

資材置場にするということです。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番お願いします。 

 

宮本委員   １５番宮本です。池山委員、地元推進委員と立ち会いで見て参りました。こんな

ところに畑がというところで、家のそばで、問題ないと思います。よろしくお願い

します。 

 

議  長   ３番から５番お願いします。 

 

池山委員   １４番池山です。３番、４番いずれも太陽光発電の    です。地元の推進委

員と宮本農業委員と私、事務局が確認いたしました。高野の周辺は太陽光で埋め尽

くされている状況でございます。残っているところに太陽光を設置するということ

です。４番の其倉につきましても周辺は既に太陽光施設で一杯になってきておりま

す。問題はなかろうという判断をいたしました。５番ですが、隣接地は住宅地にな

っておりまして、残された田んぼで、そこを埋め立てて、半分を宅地に半分を駐車

場に充てるということで、やむを得ないという判断をいたしました。 

 

議  長   ありがとうございました。６番お願いします。 

 

西森委員   １７番西森です。５月９日に地元推進委員、中谷農業委員とで現地を見て参りま

した。場所は八対野別所に    があるのですが、道を挟んで前です。    の

前ということで、きれいに管理されている雑種地です。何ら問題ないと判断させて

いただきました。 

 

議  長   ７番お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。９日に推進委員さん、事務局とで現地を見て参りました。地権

者は耕作の意志が全く無いということで、所有地を有効活用するために太陽光発電

にしたいということです。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
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議  長   それでは、ただいま審議をいただきました議案第４号について、これにご異議ご

ざいませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定したい

と思います。 

 

議  長   続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（使用貸借）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）で

ございます。 

  

       番号１、地区 高岡、申請地 一志町高野北浦    、登記地目 田、現況地

目 雑種地、面積 ３８９㎡、借人      外１名、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       平成２年頃より資材置き場にした旨の始末書の提出がありますことから、これを 

追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１件、面積は田で３８９㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

       １番お願いします。 

 

池山委員   その一角は既に貸し渡し人が住まいとしております。隣接地を借り受けて住宅を

建てるということです。何の問題もなかろうと思います。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見

をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第５号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定したい

と思います。 

 

議  長   次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改

正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画

の決定について＜別冊＞を議題といたします。 

 

議  長   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第

５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について、でございま

す。 

       それでは、資料の１ページ、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５７，３６０㎡、畑の賃貸借、

使用貸借で４，２６３㎡、契約件数は１７件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で９３，０７７㎡、畑の賃貸借

で６４４㎡、契約件数は４０件でございます。 

       白山地区につきましては、該当がありませんでした。 

       美杉地区につきましては、田の使用貸借で３，７６９㎡、契約件数は３件でござ

います。  

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１５４，２０６㎡、畑の

集積が賃貸借、使用貸借を合わせて４，９０７㎡、合計契約件数は６０件、合計面

積は１５９，１１３㎡となっております。 

  

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区１３件、一志地区３６件、白山地区０件、

美杉地区２件で、合計５１件、合計面積は１３３，３６８㎡でございます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で８５％、面積で８３．８％となっており

ます。 

 

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてでございますが、 

       今回は人・農地プランの作成が要件となっている新規の案件につきましては、該

当がございませんでした。   

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化

促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による、

改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

ます。 

       最後に、２ページからの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当

します案件はございません。 

  

       以上で説明を終わります。 
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議  長   事務局の説明が終わりました。 

       それでは、ご審議をお願いします。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました案件について、 

ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。 

 

議  長   以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これをもちまして、第５回第２農地部会を閉会します。 

 

 

 午後２時３６分 

 

 

上記は、第５回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和５年５月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 


